
1 

 

令 和 8 年 3 月 26 日 

古賀市議会 

議長 渡 孝二 様 

補正予算審査特別委員会 

委 員 長  紙 谷 由 香 

 

委員会審査報告書 

 

本委員会に付託された事件について3月6日に委員会を開催し、その審査結果を会議

規則第110条の規定により報告する。 

記 

 

補正予算審査特別委員会に付託された、第18号議案「令和7年度古賀市一般会計補

正予算（第7号）について」から第20号議案「令和7年度古賀市水道事業会計補正予算

（第4号）について」までの3議案について、審査の経過と結果を報告する。 

審査に際し、副市長をはじめ関係部課長等の出席を求め、各補正予算案の概要説明

を受けるとともに、各委員からの資料要求に基づく資料を参考に審査を行った。審査

の経過については、議長を除く議員全員での特別委員会であり、各委員においては審

査内容を把握していることから、詳細は省略し、概要のみの報告とする。 

  

第18号議案「令和7年度古賀市一般会計補正予算（第7号）について」の審査では、

緊急支援給付金、ため池耐震豪雨性能評価委託、電子地域振興券発行事業補助金、古

賀駅五楽線等道路詳細設計委託、防災力強化事業費について、また、歳入の物価高騰

対応重点支援地方創生臨時交付金等について質疑が行われた。質疑後の討論はなく、

採決の結果、委員会は、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

第19号議案「令和7年度古賀市後期高齢者医療特別会計補正予算（第3号）につい

て」、第20号議案「令和7年度古賀市水道事業会計補正予算（第4号）について」の2

議案については、いずれも質疑、討論はなく、採決の結果、委員会は、賛成全員で原

案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

以上3議案のいずれにも討論はなく、採決の結果､委員会は賛成全員で原案のとおり

可決すべきものと決定した｡ 

 

 


